
 

令和 3年度委員会報告 

〔 １４ 〕規約検討委員会                      委員長  安達 康子 

1.委員会開催状況 

1)委員会 1回 

2)検討事項 

(1)公益社団法人福岡県看護協会定款の一部改正について 

 

2.活動報告 

感染症の流行や自然災害の発生等、危機管理体制下においても総会を開催し、的確かつ迅速に意思決定をする

必要がある。そのため、令和 3年度通常総会、理事会、地区支部長会等で、代議員制の導入について検討が重

ねられた。委員会では、令和 4年1月理事会において決定した代議員制の基本的枠組に基づき、定款の一部改

正案について協議した。新たに正会員の中から選ばれる代議員に関する事項（定数、任期や選挙等）の新設、

正会員の権利、その他文言や表現方法の変更について事務局より説明を受け、概ね承認し、一部の表記につい

ては理事会の判断に委ねることとした。また、この定款の一部改正（案）は、随時弁護士のリーガルチェック

を受けながら作成を行っていることを確認した。 

 

3.今後の課題・検討事項等 

・公益社団法人福岡県看護協会細則の一部改正等 

 

 


